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第２期藤沢市教育振興基本計画の策定について 

 

１ 藤沢市教育振興基本計画について 

 

 「藤沢市教育振興計画」は、国の策定する「教育振興基本計画」及び神奈川県教育

委員会の策定する「かながわ教育ビジョン」を参酌し、「藤沢市新総合計画」の教育

に関する部門別計画を担うものとして、平成２３年３月に策定されました。 

 本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、本市の教育のこれまでの取

り組みを整理した上で、教育に関する総合的な中期計画として、概ね１０年後を見据

えた基本構想をもとに、平成２３年度から平成２７年度までの５年間に、総合的かつ

計画的に取り組むべき施策を提示したものです。 

 この間、本市では、本計画に謳われた、「基本理念」未来を拓く「学びの環」ふじ

さわ～学びを通して人と地域がつながる生涯学習社会、ふじさわを目指す～を実現す

るため、３つの目標と７つの基本方針のもと、事業に取り組んでまいりました。 

 

２ 第２期藤沢市教育振興基本計画策定の背景 

（１）平成２５年６月 国において「第２期教育振興基本計画」が閣議決定 

（２）平成２６年４月 本市において「藤沢市新総合計画」に代わり、新たに「藤沢

市市政運営の総合指針２０１６」を策定 

 

これらを受け、本来本計画を改定すべき時期を１年前倒しし、平成２７年度か

ら平成３１年度までの５年間に、重点的に取り組む方向性を示すものとして、「第

２期藤沢市教育振興基本計画」を策定します。 

 

３ 第２期藤沢市教育振興基本計画策定のポイント 

（１）国の「第２期教育振興基本計画」 

  ①社会を生き抜く力の養成 

  ②未来への飛躍を実現する人材の養成 

  ③学びのセーフティネットの構築 

  ④絆づくりと活力あるコミュニティの形成 

（２）本市の「藤沢市市政運営の総合指針２０１６」 

  ①「次代を担う子どもたちを守り育む地域社会」の構築 

  ②子どもたちの「生きる力」を育む 

  ③健やかな成長を実感できる都市を目指す 

 

第２期藤沢市教育振興基本計画の策定にあたっては、こうした国や本市の教育を

めぐる社会の現状を踏まえ、現行の藤沢市教育振興基本計画策定後の、社会情勢の

変化に伴う新たな課題として、「子どもと社会をつなぐ教育」や「命を守る教育」

などを計画策定のポイントに据え、重点的に取り組みます。 



４ これまでの取り組み 

 

 ・第２期藤沢市教育振興基本計画策定委員会への諮問（５月） 

 ・第２期藤沢市教育振興基本計画策定委員会を、５月から８月にかけて４回開催 

  ※委員会の構成：委員７名（学識経験者２名、地域関係者２名、学校関係者３名） 

 ・第２期藤沢市教育振興基本計画検討連絡会を、５月から８月にかけて５回開催 

  ※連絡会の構成：教育部及び生涯学習部の職員１２名 

 

５ 今後のスケジュール 

 

  ９月 ・第２期藤沢市教育振興基本計画策定委員会からの答申 

 １０月 ・パブリックコメント募集 

 １２月 ・１２月市議会定例会：子ども文教常任委員会報告（中間） 

  １月 ・市教育委員会定例会にて議案として上程 

  ２月 ・２月市議会定例会：子ども文教常任委員会報告（最終） 

  ４月 ・第２期藤沢市教育振興基本計画発効 
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